
表－３３ 公共下水道への排除基準 

 

（平成 27 年 10 月 23 日施行） 

対 象 物 質 ま た は 項 目 

終 末 処 理 場 を 設 置 し て い る 

公 共 下 水 道 使 用 者 

現に終末処理場を設置

していない公共下水道

の使用者 水質汚濁防止法 

特 定 事 業 場 

水質汚濁防止法 

非 特 定 事 業 場 

排水量（ｍ
３/日） 排水量（ｍ

３/日） 排水量（ｍ
３/日） 

５０以上 ５～５０ ５未満 ５以上 ５未満 ５以上 ５未満 

環

 

境

 

項

 

目 

等 

温              度 45℃未満 45℃未満 適用除外 45℃未満 適用除外 45℃未満 適用除外 

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素  

及 び 硝 酸 性 窒 素 含 有 量 

 

380 未満 380 未満 380 未満 380 未満 380 未満 380 未満 380 未満 

水 素 イ オ ン 濃 度 5を超え 9未満 5を超え 9未満 5を超え 9未満 5を超え 9未満 5を超え 9未満 5を超え 9未満 5を超え 9 未満 

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 600 未満 600 未満 適用除外 600 未満 適用除外 ― ― 

浮 遊 物 質 量 600 未満 600 未満 適用除外 600 未満 適用除外 ― ― 

沃 素 消 費 量 220 未満 220 未満 220 未満 220 未満 220 未満 220 未満 220 未満 

ノルマルヘキサン 

抽出物質含有量 

鉱 油 類 含 有 量 ５以下 ５以下 ５以下 ５以下 ５以下 ５以下 ５以下 

動植物油脂類含有量 ３０以下 ３０以下 適用除外 ３０以下 適用除外 ３０以下 適用除外 

フ ェ ノ ー ル 類 ５以下 ５以下 ５以下 ５以下 ５以下 ― ― 

銅 及 び そ の 化 合 物 ３以下 ３以下 ３以下 ３以下 ３以下 ― ― 

亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 ２以下 ２以下 ２以下 ２以下 ２以下 ― ― 

鉄 及 び そ の 化 合 物 （ 溶 解 性） １０以下 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下 ― ― 

マンガン及びその化合物（溶解性） １０以下 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下 ― ― 

ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物 ２以下 ２以下 ２以下 ２以下 ２以下 ― ― 

健

 
 

 

康

 
 
 

項

 
 

 

目 

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.03 以下 0.03 以下 0.03 以下 0.03 以下 0.03 以下 ― ― 

シ ア ン 化 合 物 １以下 １以下 １以下 １以下 １以下 ― ― 

有 機 燐 化 合 物 １以下 １以下 １以下 １以下 １以下 ― ― 

鉛 及 び そ の 化 合 物 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 ― ― 

六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 ― ― 

砒 素 及 び そ の 化 合 物 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 ― ― 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物  0.005 以下 0.005 以下 0.005 以下 0.005 以下 0.005 以下 ― ― 

ア ル キ ル 水 銀 化 合 物 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと ― ― 

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル （ PCB） 0.003 以下 0.003 以下 0.003 以下 0.003 以下 0.003 以下 ― ― 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 ― ― 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 ― ― 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.2 以下 0.2 以下 0.2 以下 0.2 以下 0.2 以下 ― ― 

四 塩 化 炭 素 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 ― ― 

１ ・ ２ － ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.04 以下 0.04 以下 0.04 以下 0.04 以下 0.04 以下 ― ― 

１ ・ １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 1 以下 1 以下 1 以下 1 以下 1 以下 ― ― 

シス－１・２－ジクロロエチレン  

 

0.4 以下 0.4 以下 0.4 以下 0.4 以下 0.4 以下 ― ― 

１・１・１－トリクロロエタン 3 以下 3 以下 3 以下 3 以下 3 以下 ― ― 

１・１・２－トリクロロエタン 0.06 以下 0.06 以下 0.06 以下 0.06 以下 0.06 以下 ― ― 

１ ・ ３ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 ― ― 

チ ウ ラ ム 0.06 以下 0.06 以下 0.06 以下 0.06 以下 0.06 以下 ― ― 

シ マ ジ ン 0.03 以下 0.03 以下 0.03 以下 0.03 以下 0.03 以下 ― ― 

チ オ ベ ン カ ル ブ 0.2 以下 0.2 以下 0.2 以下 0.2 以下 0.2 以下 ― ― 

ベ ン ゼ ン 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 ― ― 

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 ― ― 

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下 ― ― 

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 ８以下 ８以下 ８以下 ８以下 ８以下 ― ― 

１ ・ ４ － ジ オ キ サ ン 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 ― ― 

◎ ダ イ オ キ シ ン 類 10pg/ℓ以下 10pg/ℓ以下 10pg/ℓ以下 10pg/ℓ以下 10pg/ℓ以下 ― ― 

注１  単位は、温度、水素イオン濃度、ダイオキシン類以外はすべて mg/ℓである。 

 ２     内は、直罰対象の排除基準を示す。 

 ３     内は、除害施設の設置等の義務付けに係る排除基準を示す。 

 ４  ◎印の項目は、ダイオキシン類対策特別措置法特定施設のみ適用される排除基準である。 


